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       鹿沼市コミュニティセンター条例等の一部改正につ        

いて 

 

 次のように改める。 

  令和４年１１月２２日提出 
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   鹿沼市コミュニティセンター条例等の一部を改正する条例  

 （鹿沼市コミュニティセンター条例の一部改正）  

第１条 鹿沼市コミュニティセンター条例（平成１３年鹿沼市条例第５号）の一部

を次のように改正する。  

  別表鹿沼市西大芦コミュニティセンターの項中「鹿沼市草久９６０番地」を「鹿

沼市草久９５３番地１２」に改める。  

 （鹿沼市役所出張所設置条例の一部改正）  

第２条 鹿沼市役所出張所設置条例（昭和３３年鹿沼市条例第１０号）の一部を次

のように改正する。  

  第２条の表鹿沼市役所西大芦出張所の項中「鹿沼市草久９６０番地」を「鹿沼

市草久９５３番地１２」に改める。  

 （鹿沼市公民館条例の一部改正）  

第３条 鹿沼市公民館条例（昭和４０年鹿沼市条例第４号）の一部を次のように改

正する。  

  別表第１鹿沼市立西大芦地区公民館の項中「鹿沼市草久９６０番地」を「鹿沼

市草久９５３番地１２」に改める。  

  別表第２その３の表研修室の項中「研修室」を「小会議室」に、「５０円」を

「２００円」に改め、同表第１和室の項中「第１和室」を「大会議室」に、    

「５０円」を「３００円」に改め、同表第２和室の項中「第２和室」を「和室付

打合せ室」に、「１００円」を「１５０円」に改め、同表集会室の項中「集会室」

を「調理室」に、「１５０円」を「２００円」に改める。  

   附 則  

 この条例は、令和５年３月２０日から施行する。  


